
 

 

 

 

 

設置計画履行状況等調査の結果について  

（令和７年度）  

 

１．調査の概要 

 

  設置計画履行状況等調査（以下「調査」という。）は、大学の設置等の認可の

申請及び届出に係る手続等に関する規則（平成 18 年文部科学省令第 12 号）第

14 条（※１参照）に基づき、大学・大学院、短期大学、高等専門学校（以下「大

学等」という。）の設置認可時等における附帯事項及び授業科目の開設状況、

教育研究実施組織（教員組織）の整備状況、その他の設置計画の履行状況につ

いて、各大学等から報告を求め、大学設置・学校法人審議会大学設置分科会に

おいて、学問的・専門的な観点から調査を行い、各大学等の教育水準の維持・

向上及びその主体的な改善・充実に資することを目的として実施しているもの

である。 

 

 

 

２．調査対象 

 

調査は、原則として、開設年度に入学した学生が卒業する年度（以下「完成年

度」という。）までの間、認可を受けた者又は届出を行った者に対して書面調

査を実施し、必要に応じて、面接調査、実地調査を行っている。 

なお、調査で指摘された対応が不十分な大学等については、完成年度後も継

続して調査を行う場合がある。 

 

 

 

３．令和７年度調査結果の概要 

調査対象校数は全 405 校（うち、完成年度後も継続して調査を行った対象校

数は 34 校）1,063 学科等であった。 

調査は、大学等の設置計画に対する履行状況を確認の上、必要に応じて改善

等を求めるものであり、令和７年度の調査の結果、設置計画の履行状況に対し

て指摘が付された大学等は 160 校であった。（表１及び別添参照） 

具体的な指摘の例は、以下のとおり。 

 

 

 

○   大幅な収容定員の未充足が続いている大学等（91 校）や、収容定員を超

過している大学等（54 校）など、収容定員が適切に管理されておらず、結

果として教育にふさわしい環境が確保されているか危惧される事例 

 

○ 基幹（専任）教員が辞任等している中で、十分な補充が完了していない状

態や、補充の検討がなされていない状態の大学等など、設置計画で示された
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